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○おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例 

令和３年７月28日条例第30号 

改正 

令和５年３月31日条例第２号 

令和６年10月29日条例第41号 

おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 本県において工芸品を生産する産業（以下「工芸産業」という。）を担う人材を支援し、

及び工芸品についての情報を発信し、並びに工芸品の作り手と使い手との交流を促進することに

より、本県において生産される工芸品の声価を高め、その消費の拡大を図り、もって工芸産業の

振興に資するため、おきなわ工芸の杜(もり)（以下「工芸の杜」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 工芸の杜の位置は、豊見城市字豊見城1114番１とする。 

（工芸の杜の管理） 

第３条 工芸の杜の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、

法人その他の団体であって知事が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるもの

とする。 

（指定管理者の業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 工芸の杜の設置の目的を達成するために知事が必要と認める事業の実施に関する業務 

(２) 第11条の規定による利用の許可に関する業務、第15条の規定による利用の許可の取消し等

に関する業務、第22条の規定による原状回復命令に関する業務その他の利用の許可に関する業

務 

(３) 第16条の規定による利用料金の収受に関する業務、第17条の規定による利用料金の減免に

関する業務、第18条ただし書の規定による利用料金の返還に関する業務その他の利用料金の収

受に関する業務 

(４) 工芸の杜の施設、附属設備及び機械器具（以下「施設等」という。）の維持及び修繕に関

する業務 

(５) 前各号に掲げるもののほか、工芸の杜の管理運営に関して、知事が必要と認める業務 
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（指定管理者の指定の申請） 

第５条 第３条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その

他規則で定める書類（次条において「事業計画書等」という。）を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。 

（指定管理者の指定等） 

第６条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適切

に工芸の杜の管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指

定管理者を指定するものとする。 

(１) 事業計画書等の内容が、県民の公平な利用を確保できるものであること。 

(２) 事業計画書等の内容が、工芸の杜の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率

的な管理がなされるものであること。 

(３) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有するものであること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、工芸の杜の設置の目的を達成するために十分な能力を有する

ものであること。 

２ 知事は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、おきなわ工芸の杜指定管

理者制度運用委員会の意見を聴かなければならない。 

３ 前項の規定は、地方自治法第244条の２第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消そうと

する場合に準用する。 

（おきなわ工芸の杜指定管理者制度運用委員会） 

第７条 この条例の規定に基づく諮問に応じて調査審議を行わせるため、おきなわ工芸の杜指定管

理者制度運用委員会（以下「運用委員会」という。）を置く。 

２ 運用委員会は、この条例に定めるもののほか、工芸の杜に係る指定管理者の選定及び指定管理

者が行う工芸の杜の管理に関する重要事項について、知事の諮問に応じて答申し、又は建議する

ことができる。 

３ 運用委員会は、委員４人以内で組織する。 

４ 委員は、学識経験のある者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。 

５ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 
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８ 前各項に定めるもののほか、運用委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（指定管理者の指定等の告示） 

第８条 知事は、第６条第１項の規定により、指定管理者を指定したときは、その旨を県公報で告

示しなければならない。 

２ 前項の規定は、地方自治法第244条の２第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又

は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。 

（休館日等） 

第９条 工芸の杜の休館日は、次に掲げる日とする。 

(１) 月曜日 

(２) 12月30日から翌年の１月３日までの日 

２ 前項第１号に規定する休館日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日（元日を除く。）又は沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号）第２条に規

定する慰霊の日に当たるときは、その日後において最も近い休館日でない日をもって、これに替

えるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、

臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、貸し工房及び体験工房については、第１項に規定する休館日及び

前２項の規定により休館することとされた日においても利用することができる。 

（開館時間） 

第10条 工芸の杜の開館時間は、午前９時から午後６時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、開

館時間を臨時に変更することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、貸し工房及び体験工房については、第１項に規定する開館時間及

び前項の規定により変更された後の開館時間以外の時間においても利用することができる。 

（利用の許可） 

第11条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなけれ

ばならない。許可を受けた者（以下「利用者」という。）が許可を受けた事項を変更しようとす

るときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の許可の申請が貸し工房又は体験工房の利用に係るものである場合にあっ

ては、工芸品の製造について一定以上の技術を有することその他の規則で定める基準を満たすも
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のでなければ、許可をしてはならない。 

３ 指定管理者は、施設等の管理上必要と認めるときは、第１項の許可をするに当たり、条件を付

することができる。 

４ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の許可をしないことができる。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 公益を害するおそれがあると認められるとき。 

(３) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。 

（貸し工房及び体験工房の利用期間） 

第12条 貸し工房及び体験工房の利用の許可の期間は、１年を超えないものとし、１年を超えない

範囲内において更新することができるものとする。 

２ 前項の規定による更新は、貸し工房にあっては２回を超えて行うことができない。ただし、工

芸の杜の設置目的を達成するために知事が必要と認める場合は、この限りでない。 

（工作物等の設置） 

第13条 利用者は、その利用する施設等に工作物その他の設備（以下「工作物等」という。）を設

置し、又は施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなけれ

ばならない。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第14条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（許可の取消し等） 

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第１項の許可を取

り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。 

(１) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

(３) 許可に付した条件に違反したとき。 

(４) 第11条第４項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

（利用料金等） 

第16条 利用者は、施設等の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に納めな

ければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗
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じて得た額までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。 

３ 指定管理者は、前項の規定により、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ知事の承認

を受けなければならない。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 知事は、前項の承認をしたときは、これを県公報で告示するものとする。 

５ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

６ 利用者が施設等において利用する電気、ガス、水道、電話等の費用で知事の指定するものは、

利用者の負担とする。 

（利用料金の減免） 

第17条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は

免除することができる。 

（利用料金の返還） 

第18条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、

その全部又は一部を返還することができる。 

（入場の制限等） 

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、工芸の杜への入場を拒絶し、又

は退場を命ずることができる。 

(１) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者 

(２) 設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、設備等の管理上支障がある行為をするおそれがある者 

（放置物件の除去命令） 

第20条 指定管理者は、施設内における放置物件が施設等の利用を著しく阻害するおそれがあると

認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。 

（立入り等） 

第21条 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設の管理業務に従事する者

に、第11条第１項の規定により利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指

示をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入り、質問又は指示をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入り、質問又は指示をする権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。 
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（原状回復の義務） 

第22条 利用者は、施設等の利用を終えたとき、又は第11条第１項の許可を取り消されたときは、

直ちに施設等に設置した工作物等を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。ただし、

知事の承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 指定管理者は、利用者が前項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、その原状回復

に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

（損害の賠償等） 

第23条 利用者は、その利用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状

に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由がある

と認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。 

（事業報告書の提出） 

第24条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定めるところにより、事業報告書を作成

し、知事に提出しなければならない。 

（規則への委任） 

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。（令和４年２月規則第３号で、同４年４月１日から施行）ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ 第６条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の

施行前においても、第５条から第７条までの規定の例により行うことができる。 

附 則（令和５年３月31日条例第２号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年10月29日条例第41号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第16条関係） 

１ 施設利用料金 

区分 単位 基準額 

貸し工房 １平方メートル１

月につき 

450円

共同工房 織物 主室 １時間につき 1,580円

染色室 １時間につき 1,420円

糸くくりスペース １区画１日につき 950円

染物 主室 １時間につき 1,810円

反物張りスペース １区画１日につき 950円

のり置き作業スペース １区画１日につき 370円

紗(しゃ)張り室 １時間につき 80円

洗い場 １区画１時間につ

き 

240円

漆芸 素地室 １時間につき 1,020円

下地・加飾室 １時間につき 280円

上塗り室 １時間につき 170円

木工・さんしん仕上室 １時間につき 3,080円

組立室 １時間につき 310円

塗装室 １時間につき 290円

金細工 主室 １時間につき 960円

工芸縫製 主室 １時間につき 1,190円

体験工房 １号室(ガラス) １平方メートル１

月につき 

1,060円

２号室（陶芸） １平方メートル１

月につき 

700円

３号室（織物・染物） １平方メートル１

月につき 

720円

４号室（その他） １平方メートル１ 470円



8/8 

月につき 

多目的室 １号室、２号室

及び３号室 

工芸産業に関連する催物に

利用する場合 

１室半日につき 1,120円

その他の催物に利用する場

合 

１室半日につき 2,240円

エントランス

ホール 

工芸産業に関連する催物に利用する場合 １日につき 7,900円

その他の催物に利用する場合 １日につき 15,800円

展示室 １号室及び２

号室 

工芸産業に関連する催物に

利用する場合 

１室１日につき 4,350円

その他の催物に利用する場

合 

１室１日につき 8,700円

２ 附属設備利用料金 

種別 単位 基準額 

舞台器具 １回１点又は一式につき 2,000円以内で規則に定める額 

音響器具 １回１点又は一式につき 2,000円以内で規則に定める額 

３ 機械器具利用料金 

種別 単位 基準額 

機械器具類 一式１時間につき 2,000円以内で規則に定める額 

備考 

１ 利用料金の基準額が時間を単位として定められている場合において、利用時間が１時間未

満であるとき又は利用時間に１時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時

間を１時間として計算する。 

２ 利用料金の基準額が１月単位で定められている場合において、その月の利用の期間が１月

に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合においては、利用料金の基準額の

月額を30で除して得た額に、その月における利用日数を乗じて計算する。 

３ 利用料金の基準額が面積を単位として定められている場合において、利用する面積に１平

方メートル未満の端数があるときは、その端数を１平方メートルとして計算する。 

４ 「半日」とは、午前９時から午後１時30分まで又は午後１時30分から午後６時までをいう。 


